
10
月
分（
12
月
支
給
分
）か
ら
変
更

児
童
手
当
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す

　
児
童
手
当
法
の
改
正
に
伴
い
、
令
和
６
年
10
月
分（
令
和
６
年
12
月
支
給
分
）か
ら
、
児
童
手
当
の
内
容
が

一
部
変
更
に
な
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
《
問
合
せ
》
国
保
・
年
金
課
☎
21
–
９
０
６
１

10月分からはこう変わります

申
請
が
必
要
な
方

〇
新
規
に
申
請
が
必
要
な
方

▽
所
得
上
限
限
度
額
超
過
に
よ
り

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給

し
て
い
な
い

▽
高
校
生
年
代
の
児
童
の
み
を
養

　
育
し
て
い
る

〇
増
額
申
請
が
必
要
な
方

▽
高
校
生
年
代
の
児
童
を
養
育
し

　
て
い
る
が
、
高
校
生
年
代
の
児

　
童
に
つ
い
て
は
過
去
に
本
市
で

　
児
童
手
当
を
受
給
し
た
こ
と
が

　
な
い

〇「
監
護
相
当
・
生
計
費
の
負
担

に
つ
い
て
の
確
認
書
」の
提
出

が
必
要
な
方

▽
第
３
子
以
降
加
算
の
カ
ウ
ン
ト

対
象
と
な
る
大
学
生
年
代（
22

歳
に
到
達
し
た
年
度
末
ま
で
）の

子
と
高
校
生
年
代
ま
で
の
児
童

の
合
計
人
数
が
3
人
以
上

※
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
に
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

　
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
も
し
く
は
国

保
・
年
金
課
ま
た
は
各
振
興
局
市

民
福
祉
課
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

申
請
期
限

　
9
月
30
日（
月
）

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
て
か
ら
令
和

　
７
年
３
月
31
日（
月
）ま
で
に
申

　
請
し
た
場
合
、
支
給
時
期
が
遅

　
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
７
年
４
月
以
降
に
申
請
し

た
場
合
は
、
申
請
し
た
翌
月
分
か

ら
の
支
給
と
な
り
、
遅
れ
た
月
分

の
児
童
手
当
は
支
給
で
き
ま
せ
ん

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
国
保
・
年
金
課

　
☎
21
–
９
０
６
１

所得制限がなくなります

支給対象が高校生年代まで延長されます

第３子以降の支給額が３万円に増額されます

第３子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されます

支払回数が年３回から年６回（偶数月）になります

改正前（令和6年9月分まで）

年齢区分 第１・２子 第３子以降

３歳未満 １万５千円 １万５千円

３歳～小学生 １万円 １万５千円

中学生 １万円 １万円

高校生年代 なし なし

第３子以降
加算あり

18歳に達した年度末ま
で（高校生年代まで）

改正後（令和6年10月分から）

年齢区分 第１・２子 第３子以降

３歳未満 １万５千円 ３万円

３歳～小学生 １万円 ３万円

中学生 １万円 ３万円

高校生年代 １万円 ３万円

第３子以降
加算あり

22歳に達した年度末ま
で（大学生年代まで）※

※大学生年代は、受給者に経済的負
担がある場合のみ

➡

▲市ホーム
ページ

次
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
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クローズアップ豊岡



私たちと一緒に「豊岡市｣で働きませんか？

後期日程<９月試験>申込期間　８月１日（木）～19日（月）
2025年度採用 豊岡市職員募集
　後期日程では、高校新卒枠での採用や専門職の募集を行います。

職種 予定
人数 受験資格

一般事務職
（高校新卒枠）

１人
程度

▶学校教育法に基づく高等学校を2025（令和７）年
３月までに卒業見込みの人

2005（平成17）
年４月２日から
2007（平成19）年
４月１日まで生ま
れ消防職

（高校新卒枠）
１人
程度

▶学校教育法に
基づく高等学
校を2025（令
和７）年３月ま
でに卒業見込
みの人

▶次の要件を満たす人①視力が
両眼とも1.0以上（矯正視力を含
む）で、色彩の識別（赤色、青色
および黄色の識別）ができるこ
と②聴力、言語、運動機能その
他身体の機能に消防職としての
職務遂行上支障がないこと

主任介護支援専門員
（一般事務職）

２人
程度

▶学校教育法に基づく高等学校以上の学校を卒業し
た人で、主任介護支援専門員の資格を有する人

1969（昭和44）年
４月２日以降生ま
れ

介護支援専門員
（一般事務職）

２人
程度

▶学校教育法に基づく高等学校以上の学校を卒業し
た人で、介護支援専門員の資格を有する人

1974（昭和49）年
４月２日以降生ま
れ

土木技術職 １人
程度

▶学校教育法に基づく高等学校以上の学校を卒業し
た人または2025（令和７）年３月末までに卒業見
込みの人（高等学校卒業見込みの人を含む）

1989（平成元）年
４月２日以降生ま
れ

技能職 ３人
程度

▶中型自動車免許を有する人または調理師免許を有
する人

1984（昭和59）年
４月２日以降生ま
れ

 試験日程
【第１次試験】
▶日程　９月22日（日）
▶場所　市役所本庁舎

【第２次試験】
▶日程　10月27日（日）
▶場所　豊岡市内の会場（第
１次試験合格者に直接通
知）

 申込み方法
インターネット申込み

※採用試験に関する詳細は、
試験案内（市ホームページ
に掲載、市役所などで配布）
で確認してください

 採用予定日
2025年４月１日

《問合せ》人事課☎23-1326
　メール jinji@city.toyooka.
lg.jp
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